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防災計画の目的

① 南海大地震等による被害を最小限にするため、学校の施

設・設備等の点検や整備を行うとともに、生徒等の学校生活等
における危険を速やかに発見し、それらを取り除く体制を整え
る。

② 生徒が地震・火災・土砂災害・風水害等の災害から自分の

命を守る事項について知り安全な行動を取ることができる計画
的な指導を行う体制を整える。

③ 災害の際、生徒の避難誘導や適切な緊急措置を講じること
ができる体制を整える。

 
 
Ⅰ 事前の管理体制 



   備え・体制 

＜非常変災等対策＞ 

１ 災害予防対策 

  ⑴ 目 的 

      日常の学校管理に細心の注意を払い、事故防止に努める。万一、事故が発生した際には、生徒

の生命の安全を第一とし、次に重要書類の搬出、施設・設備の損害を最小限にとどめるべく努力

することを目的とする。 

  ⑵ 日常の学校警備対策 

    ア 日直勤務を厳正にし、離直前に巡視し、火気の始末、戸締まり、施錠の状況を点検する。 

    イ 管理責任者は、責任箇所の整理整頓、火気の始末、戸締まり、施錠に留意する。   

   ウ  火気使用者は、使用後に消火の確認を確実に行う。 

    エ 発火性薬品・毒物その他劇薬は厳重に保管し、施錠する。 

  ⑶ 防火設備 

    ア  消火器 

２ 緊急事態発生時の措置 

  ⑴ 火災発生時 

          ア  火災発見者は直ちに校長・教頭に連絡する。教頭は校長の指示を受け、生徒避難等の措置 

をとる。     

     ※ 出火場所を特定し、避難経路を指示する。 

       ※  出火場所を特定し、初期消火を指示する。（職員室にいる職員に指示をする。）  

イ  搬出場所を決定し、重要書類（書庫内）の非常持ち出しに努める。 

    ウ 各機関に直ちに連絡し、状況を報告する。  

    エ 休業中にあっては、日直は直ちに校長に連絡し、全職員を召集する。  

      ※ 休業中または生徒の下校後にあっては、火災を発見したときの状況に応じて「消火措置」

または「通報」のいずれを優先させるか的確に判断し行動する。 

  ⑵ 風水害時 

         ア 風水害のおそれがあると予測されるときは、施設・設備の点検や補強等を行い、被害を最 

小限にくい止めるよう努力する。 

   イ 被害が発生すれば、状況に応じて緊急措置をとるとともに、関係機関に連絡し状況を報告す

る。 

    ウ 状況によっては、臨時休業の措置をとる。 

⑶  土砂災害時 

         ア  土砂災害発生時は、直ちに校長・教頭に連絡する。教頭は校長の指示を受け、生徒避難等の

措置をとる。     

     ※ 土砂の流れを早期に察知し、避難経路を指示する。 

     イ  搬出場所を決定し、重要書類（書庫内）の非常持ち出しに努める。 

    ウ 各機関に直ちに連絡し、状況を報告する。  

    エ 休業中にあっては、日直は直ちに校長に連絡し、全職員を召集する。  

      ※ 休業中または生徒の下校後にあっては、土砂災害の状況に応じて的確に判断し行動する。 

 

３ 緊急避難要項 

  ⑴ 避難場所は、原則として運動場中央とする。（２次的避難場所を体育館とする。） 



  ⑵ 授業者が、生徒の避難誘導の指揮をとる。 

  ⑶ 避難場所において、授業者は学級の生徒数及び健康状態を確認し、学年主任－教頭－校長に速 

やかに報告する。不明生徒については、各学年部を中心に捜索・救出に努める。 

  ⑷ 災害の状況によっては、体育館裏テニスコートへ避難誘導する。  

    ※ 急報に接したときは、火気に注意し、窓・扉を閉じ（震災の時は開放）残留生徒のいないこ

とを確かめた後、出席簿を持って退出する。  

４ 生徒の事故発生に対する対処 

  ⑴ 負傷した生徒への手当 

       必要なら救急病院へ。養護教諭と学級担任を病院へ同行させ、電話により報告させる。 

   ⑵ 校長へ第１報を入れ、指示、命令を受ける。 

   ⑶  該当生徒の保護者へ連絡する。 

   ⑷  地教委に電話で報告し、指示・指導を受ける。 

   ⑸ 関係する生徒のある場合は、それらの保護者へ連絡し、状況を的確に伝える。 

   ⑹ 関係教職員及び目撃者から事情を聴取し、時間を追った状況を整理する。 

   ⑺  校長へ再度報告し、指示・命令を受ける。 

   ⑻ 状況によっては、校長が見舞う。 

   ⑼  その間、教職員に事故の概況を知らせ、対外的な折衝の窓口を一本にする。 

  ⑽ 関係生徒がショックを受けたり、逆の被害者意識をもったりしないよう配慮する。 

    ア 事故報告の順序（学級担任から校長へ）               

      (ｱ)  内容を要約して事故報告書にまとめる。      

      (ｲ) 学年主任→生徒指導主事→教頭→校長の順に提出する。                            

    イ 事故報告の順序（学校から地教委へ）                             

      (ｱ) 学年・組・氏名・保護者名                                         

      (ｲ) 日時・場所                                                              

      (ｳ) 事故の原因・種類                                                       

      (ｴ) 事故の程度                                         

      (ｵ) 学級担任氏名 

      (ｶ) 事故の際及びその後学校のとった措置 

      (ｷ) 関係機関のとった措置 

   ⑾ 当直勤務の特例 

      非常変災など必要に応じて校長は宿直勤務、休日における日直勤務を命じることができる。 

５  緊急事態発生時の連絡先 

  ⑴ 火災発生   内子消防署        ℡ ４３－０１１９ 

  ⑵ 事故発生      内子交番          ℡ ４３－０１１０ 

 【共通の連絡先】 

                   内子町教育委員会        ℡ ４４－２１２４ 

                    南予教育事務所        ℡ ０８９５－２８－６１５２（総務課） 

                                   ℡  ０８９５－２８－６１５３（教職員課） 

           

町内の医療機関  

〇 加戸病院     ℡  ４４－５５００ 

             ○ 小川医院     ℡  ４４－２８１５ 



             ○ 堀川医院      ℡   ４３－０５５５ 

（休日・夜間の場合） 

                      西本  晃  校長   ℡ ０９０－３１８２－７７５５ 

              清家 真二  教頭    ℡ ０９０－８６９３－０３５６ 

           （教職員の事故） 担当 南洋教育事務所管理主事（菊池 健） 

           （生徒の事故）   担当 南予教育事務所指導主事（佐藤 拓）  

 

６ 装 備  
   装 備 器 材    保 管 場 所 ・ 個 数  

  消 火 器  
  携 帯 用 拡 声 器  
  懐 中 電 灯  
  避難旗・ロープ等 

  ＡＥＤ 

  各所定の場所   ３９ 
  職 員 室    ２ 
  職 員 室    ２ 
  職 員 室  

  保健室前・体育館   ２ 
 

７ 震災予防措置（点検検査） 
 点検検査は、次の事項に留意し実施するものとする。 

 ⑴ 建物及び建物に付随する工作物（スピーカー等）の倒壊、落下危険の有無 

 ⑵ 戸棚、ロッカー、昇降口の靴箱周辺等の転倒防止措置の確認 
 ⑶ 高所に不安定な物品を置く場合の落下防止措置の確認 

⑷ 窓ガラスのひび割れ等危険箇所の有無 
⑸ 理科室の実験用器具、薬品による災害防止をするための措置の適否 
 

８ 震災に備えての準備品 
    品 名  対 応 策  保 管 場 所  

 飲 料 水  今後、確保できる体制を確立しておく。 職員室 
 医 薬 品 
 担 架 

 保健室の医薬品のほか、必要な医薬 
 品、および担架を確保しておく。 保健室 

 毛   布  非常用として数枚確保しておく。 保健室 
 携帯用拡声器・懐中電 
 灯・避難旗ロープ 等 

自衛消防隊の装備器材を活用する。 職員室 

  
 

９ 避難場所の指定 
  第 １ 避 難 場 所  運動場中央とする。  

 第 ２ 避 難 場 所  体育館 



内 子 町 教 育 委 員 会
℡ ４ ４ － ２ １ ２ ４

大洲警察署内子交番

℡ ４ ３ － ０ １ １ ０

内 子 消 防 署
℡ ４ ３ － ０ １ １ ９

八 幡 浜 保 健 所
℡ 0 8 9 4 - 2 2 - 0 6 0 0

P T A

生徒、教職員の避難状況
生徒、教職員の被災状況
学校の被災状況

通学路の安全確保の要請
犯罪盗難に対する警戒要請

救命救急・消火の要請
救急・消火方法、水利状況

衛生状況の報告
衛生管理の要請

緊急連絡事項
医療機関の確認

学校災害対策本部の設置

救 護安 否 確 認 ・ 避 難 誘 導

安 全 点 検 ・ 消 火
救 急 医 療

防 災 担 当 部 局 等
℡ ４ ４ － ６ １ ５ ０

避 難 所 支 援

学校の被災状況
避難所開設の連絡調整
ライフラインの確保要請

学校災害対策本部
（校長・教頭・教務等）

応 急 復 旧 保 護 者 連 絡

出張、休暇等不在教職員がいる場合は、教職員配置を柔
軟に変更するなど、弾力的な対応が必要である。

 
 
 
 
 
 



内子中学校災害対策本部

対 策 本 部 救 護安 否 確 認 ・ 避 難 誘 導

安 全 点 検 ・ 消 火

応 急 復 旧 保 護 者 連 絡

救 急 医 療

避 難 所 支 援

○生徒及び教職員の安否確認
○安全な避難経路で避難誘導
○待機場所の確保
○負傷者の把握
○下校指導及び待機生徒の掌握・記録
○揺れが収まった直後に負傷の程度を把握
○行方不明の生徒及び教職員を本部に報告

○初期消火
○避難、救助活動等の支援
○被害の状況確認
・校舎内の被害程度を調査
・電気・ガス・水道・電話等の被害確認

○校内建物の安全点検・管理
○近隣の危険箇所の巡視
○二次被害の防止
○備蓄倉庫の備品確認

○被害状況の把握
○応急復旧に必要な機材の調達と管理
○教職員の活動場所の確保
○危険箇所の処理
○危険箇所の立ち入り禁止措置
○危険箇所の表示
○避難場所の安全確認

○教職員の体制及び配置検討及び
決定
○非常持ち出し書類の搬出保管
○校内の被災状況把握
○記録日誌・報告書の作成等
○校内放送等による連絡、指示
○応急対策を決定
○町の対策本部（防災担当部局）と
の連絡・情報収集
○報道機関への連絡、問い合わせ
等の対応
○PTAとの連絡調整
○情報収集

○養護教諭及び救命・救急経験者によ
る負傷者保護、応急手当
○医務室、医師等の確保
○応急手当備品の確認
○関係医療機関との連携

○引き渡し場所の指定
○身元確認
○保護者等との対応

○避難者の名簿作成
○救援物資の受け入れと管理
○ボランティアの受け入れ
○市町及び自主防災組織と連携した避難所

の運営支援
○トイレの清掃、ごみの処理

○生徒及び教職員の救出・救命
○負傷者や危険箇所等の確認及び通報
○担当区域で負傷者の搬出
○学校施設内のチェック
○危険箇所の応急処置

 
 
 
 



救 護安 否 確 認 ・ 避 難 誘 導

安 全 点 検 ・ 消 火

応 急 復 旧 保 護 者 連 絡

救 急 医 療

避 難 所 支 援

・クラスの出席簿
・緊急連絡票
（生徒・教職員）

・消火器
・ラジオ
・道具セット
・手袋

・被害調査票 ・バール
・ヘルメット ・校内図
・手袋 ・ロープ
・標識 ・バリケード

・緊急マニュアル
・学校の敷地図
・ラジオ
・ハンドマイク
・懐中電灯（ろうそく）
・緊急活動の日誌
・トランシーバー
・携帯電話
・乾電池

・応急手当の備品
・健康カード（保健調査票）
・担架
・水 ・マスク
・毛布 ・タオル

・生徒の引き渡し
・出席簿

・マスターキー
・バリケード
・ラジオ ・ロープ ・テープ
・校内配置図
・避難者への指示

・丈夫な靴 ・スコップ
・毛布 ・手袋
・救出用のこぎり、斧
・トランシーバー ・担架
・AED

内子中学校災害対策本部（各部署の準備物）

対 策 本 部

 
 
 
 


